
証券コード：241A

第 12 回
定時株主総会
招集ご通知

日時

2025年12月 26日（金曜日）午後１時
（受付開始時刻午後０時 30 分）

場所

東京都新宿区西新宿一丁目23番７号
新宿ファーストウエスト
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株主・投資家の皆様へ

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

ROXXのメイン事業であるZキャリアは、主にこれから正社員を目指す方、これまでとは異なる職種に未経験でチャレンジされる方々
に向けた正社員募集の転職プラットフォームとして、現在大きな成長を遂げております。

もともとバンドマンだった私は、音楽活動をしながら、アルバイトや副業で収入を得つつ、自分の人生を好きなように生きている大人
たちに囲まれた10代を過ごしていました。

しかし年齢を重ねるに連れて、またそれぞれの環境の変化に伴い、様々な将来の不安も出てきました。
安定した仕事を求めるようになった時に、収入を増やしたくなった時に、どうすればいいのかわからない。
面接を受けたことがなければ、正社員として働いたこともない。

そんな時に感じる不安というのを私は誰よりも理解しています。

様々な事情で生活に苦しんでいる人々や、正社員になるきっかけを逃してしまった人々が、
Zキャリアを使えば、新しい人生をスタートできる。そんなサービスを作ることで一人でも多くの方の所得向上を実現したい。
そういった想いを持って、私はROXXの経営に日々向き合っています。

今後、日本では人材不足が益々深刻となる中で、キャリアの有無に関わらず、あらゆる人々が活躍できる余地はむしろ拡がっていくも
のと考えられます。
私たちROXXのマーケットはこうした流れに加え、AIを中心としたテクノロジーの活用で、従来の転職プロセスが大きく変わり、新た
なスタンダードが次々と生まれる非常に可能性に富んだ環境です。
これからも「時代の転換点を創る」をミッションに、20年、30年とチャレンジし続けて参りたいと思います。

ここに謹んでご挨拶申し上げますとともに、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長
中嶋 汰朗
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証券コード 241A
2025年12月11日

（電子提供措置の開始日2025年12月４日）

株 主 各 位
東京都新宿区新宿６−27−30
新宿イーストサイドスクエア８F

株 式 会 社 Ｒ Ｏ Ｘ Ｘ
代表取締役社長 中 嶋 汰 朗

第12回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第12回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ

うご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第12回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://roxx.co.jp/ir/stock/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。
なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に
賛否をご表示頂き、2025年12月25日（木曜日）午後７時までに到着するようご送付ください
ますようお願い申し上げます。

敬 具

2025年11月27日 20時22分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 2 ―

記
１. 日 時 2025年12月26日（金曜日）午後１時（受付開始 午後0時30分）
２. 場 所 新宿ファーストウエスト ３階 C会議室

東京都新宿区西新宿一丁目23番７号
(開催場所が昨年の定時株主総会と異なりますので、末尾の「株主総会会
場ご案内図」をご参照の上、お間違いのないようご注意ください。）

３. 目的事項
報告事項 第12期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第２号議案 取締役３名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
頂きます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させて頂きます。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項
を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査を
した書類の一部であります。
・個別注記表
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
当社は、経営戦略の一環として、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し、財務体質

の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資
本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。
具体的には、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備

金の額を減少し、これらの減少額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の
規定に基づき、増加後のその他資本剰余金1,516,197,516円を繰越利益剰余金に振り替えて、
その繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当するものであります。
なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額を減少する

ものであるため、株主の皆様の所有株式に影響を与えるものではございません。
また、資本金及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表上の純資産の部における勘定科目の振

替処理であり、当社の純資産額に変更が生じるものではございません。

１．資本金及び資本準備金の額の減少の内容
（１）減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額644,443,130円を634,443,130円減少し、10,000,000円といたします。
資本準備金の額2,825,877,114円を881,754,386円減少し、1,944,122,728円といた

します。
（２）減資の方法

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、減少する資本金
及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

２．剰余金の処分の内容
（１）減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,516,197,516円
（２）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,516,197,516円
３．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2026年2月25日（水曜日）（予定）
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第２号議案 取締役３名選任の件
取締役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって定款上の任期１年満了となります。つきま

しては、社外取締役２名を含む取締役３名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社

株式の数

１
ナカジマ タロウ

中嶋 汰朗
（1992年５月17日生）

2013年11月 当社 設立
当社 代表取締役社長（現任）

2022年２月 株式会社ROXX II 設立
同社 代表取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社ROXX II 代表取締役

1,209,827株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社

株式の数

２
スギヤマ マサノリ

杉山 全功
（1965年４月16日生）

1989年９月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役
1991年６月 株式会社徳間インテリジェンスネットワーク 取締役
1997年４月 有限会社クリプトメリア 取締役（現任）
2000年６月 株式会社インデックス 入社
2004年３月 株式会社ザッパラス 代表取締役社長
2007年７月 同社 代表取締役会長兼社長
2009年８月 日活株式会社 社外取締役（現任）
2011年６月 株式会社Synphonie（現株式会社enish） 代表取締役社長
2014年３月 同社 取締役
2014年６月 地盤ネットホールディングス株式会社 社外取締役
2014年10月 株式会社サミーネットワークス 取締役
2014年12月 株式会社アイレップ 取締役
2017年８月 akippa株式会社 社外取締役（現任）
2018年８月 株式会社自律制御システム研究所

（現株式会社ACSL） 社外取締役
2019年４月 当社 社外取締役（現任）
2020年８月 株式会社Kaizen Platform 社外取締役（現任）
2022年２月 株式会社アットマーク 社外取締役（現任）
2022年５月 株式会社MSY 社外取締役（現任）
2023年５月 レトロワグラース株式会社 社外取締役
2024年８月 株式会社アクセルスペースホールディングス 社外取締役（現任）
2025年８月 株式会社Global Growth 社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
有限会社クリプトメリア 取締役
日活株式会社 社外取締役
akippa株式会社 社外取締役
株式会社Kaizen Platform 社外取締役
株式会社アットマーク 社外取締役
株式会社MSY 社外取締役
株式会社アクセルスペースホールディングス 社外取締役
株式会社Global Growth 社外取締役

-株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社

株式の数

３
フクドメ ヒロシ

福留 大士
（1976年３月25日生）

1998年４月 アンダーセンコンサルティング
(現アクセンチュア株式会社) 入社

2003年４月 株式会社チェンジ 設立
（現株式会社チェンジホールディングス）
同社 代表取締役COO

2015年12月 同社 代表取締役兼執行役員社長（現任）
2018年12月 株式会社トラストバンク 取締役（現任）
2019年９月 当社 社外取締役（現任）
2020年３月 株式会社Orb 取締役（現任）
2021年４月 株式会社ディジタルグロースアカデミア 取締役
2021年７月 ポート株式会社 経営アドバイザリー（現任）
2022年３月 SBI地方創生サービシーズ株式会社 代表取締役社長（現任）
2022年４月 株式会社ガバメイツ 取締役（現任）
2022年10月 株式会社DFA Robotics 取締役（現任）
2023年１月 株式会社トラベルジップ 取締役（現任）
2023年３月 株式会社ホープ 社外取締役
2023年６月 株式会社チェンジ鹿児島 社外取締役（現任）
2023年12月 イー・ガーディアン株式会社 取締役（現任）
2023年12月 サイリーグホールディングス株式会社 取締役（現任）
2024年３月 株式会社アーシャルデザイン 社外取締役（現任）
2024年12月 株式会社fundbook 取締役（現任）
2024年12月 一般社団法人 ナスコンバレー協議会 理事（現任）
2025年 6 月 株式会社ジーグラビティ 取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社チェンジホールディングス 代表取締役兼執行役員社長
株式会社トラストバンク 取締役
株式会社Orb 取締役
ポート株式会社 経営アドバイザリー
SBI地方創生サービシーズ株式会社 代表取締役社長
株式会社ガバメイツ 取締役
株式会社DFA Robotics 取締役
株式会社トラベルジップ 取締役
株式会社チェンジ鹿児島 社外取締役
イー・ガーディアン株式会社 取締役
サイリーグホールディングス株式会社 取締役
株式会社アーシャルデザイン 社外取締役
株式会社fundbook 取締役
一般社団法人 ナスコンバレー協議会 理事
株式会社ジーグラビティ 取締役

-株
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（注）1．各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2．杉山全功氏及び福留大士氏は、社外取締役候補者であります。
3．当社は、取締役候補者杉山全功氏及び福留大士氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として届け出ております。本総会で再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定で
あります。

4．各候補者の選任理由並びに社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は次のとおりであります。
（１）取締役候補者中嶋汰朗氏は、当社代表取締役として長年にわたり経営全般に携わり、強いリーダ

ーシップを発揮してきました。当社の持続的な企業価値向上の実現のために、引き続き取締役と
することが適当であると判断し、選任をお願いするものであります。

（２）取締役候補者杉山全功氏は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2019年
４月の当社取締役就任以来、同氏の経験に基づく多角的な視点から意思決定の役割を適切に果た
しております。当社の企業価値向上と持続的成長の実現に向けた有益な提言を得ることが期待で
きるため引き続き取締役とすることが適当であると判断し、選任をお願いするものであります。

（３）取締役候補者福留大士氏は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2019年
９月の当社取締役就任以来、同氏の経験に基づく多角的な視点から意思決定の役割を適切に果た
しております。当社の企業価値向上と持続的成長の実現に向けた有益な提言を得ることが期待で
きるため引き続き取締役とすることが適当であると判断し、選任をお願いするものであります。

5．杉山全功氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって６年８ヶ月となります。
6．福留大士氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって６年３ヶ月となります。
7．当社と杉山全功氏及び福留大士氏とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令
が規定する最低責任限度額であります。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との当該契約を継
続する予定であります。

８．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、
当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員に関する事項（５）役員等賠償責任保険契
約の内容の概要」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契
約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での
更新を予定しております。

以 上
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第12期 事 業 報 告

（自
至

2024
2025

年
年
10
９

月
月

１
30

日
日）

１．会社の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果

①事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善に加え、インバウンド需要

の増加等により、企業収益や個人消費の持ち直しが見られ、景気は緩やかな回復基調で
推移しました。一方で、物価上昇の継続やアメリカの通商政策の動向等、依然として先
行きは不透明な状況が続いております。
当社の主たる領域においては、引き続き慢性的な人材不足により高い有効求人倍率水

準を維持しております。
このような状況のもと、当社は「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、ノンデ

スクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」とオンライン完結型リファレン
ス/コンプライアンスチェックサービス「back check」を運営してまいりました。
当事業年度においては、「Zキャリア」のプラットフォーム拡大に向けた求職者集客、

AIを活用したプロダクト開発の強化及び「back check」のコンプライアンスチェック
プロセス自動化に注力いたしました。
その結果、当事業年度における「Zキャリア」の売上高は前年同期比33.9％増の

3,878,187千円、「back check」の売上高は前年同期比9.5％増の634,990千円とな
りました。
また、「Zキャリア」を成長領域として更なる事業展開を進める方針のもと、会社分

割により新設されたback check株式会社に「back check」事業を承継し、back
check株式会社の当社所有の全株式をエン株式会社（旧社名：エン・ジャパン株式会
社）へ譲渡いたしました。
その結果、売上高は4,513,177千円（前年同期比29.8％増）、営業損失は721,927千

円（前年同期は営業損失470,040千円）、経常損失は借入金の支払利息の増加に伴い
767,152千円（前年同期は経常損失497,651千円）、当期純利益はback check株式会
社の株式譲渡に伴う関係会社株式売却益の計上に伴い1,051,362千円（前年同期は当期
純損失499,941千円）となりました。
なお、当社はHR tech事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績の記載

をしておりません。
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②当期の財政状態の概況
（資産）

当事業年度末における総資産は5,625,353千円（前年度末比1,929,018千円の増
加）となりました。流動資産は5,278,327千円（前年度末比1,718,928千円の増加）
となりました。これは主に、back check株式会社の株式を譲渡したこと等により現
金及び預金が1,435,219千円増加したこと、求職者紹介による取引が伸長したこと等
により売掛金が158,196千円増加及び営業未収入金が36,538千円増加したことによ
るものであります。
固定資産は347,025千円（前年度末比210,090千円の増加）となりました。これ

は主に、減損損失32,893千円を計上したことにより有形固定資産が減少したものの、
敷金及び保証金が252,365千円増加したことにより投資その他の資産が増加したこ
とによるものであります。

（負債）
当事業年度末における流動負債は2,689,176千円（前年度末比851,748千円の増

加）となりました。これは主に、１年内返済予定の長期借入金が771,360千円増加
したことによるものであります。
固定負債は980,950千円（前年度末比26,102千円の増加）となりました。これ

は、新たな借入を実行したことにより長期借入金が26,102千円増加したことによる
ものであります。

（純資産）
当事業年度末における純資産は1,955,226千円（前年度末比1,051,168千円の増

加）となりました。これは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が1,051,362千
円増加したことによるものであります。
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③事業の部門別売上高
当社はHR tech事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績の記載を省略

しておりますが、「Zキャリア」サービス、「back check」サービスとして区分し分析
しております。

（単位：千円）
サ ー ビ ス 区 分 売 上 高

Zキャリア 3,878,187

back check 634,990

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（２）設備投資の状況
当事業年度においては、従業員等の増加に伴うPC等事務機器の購入を行い、その総額

は14,970千円となりました。

（３）資金調達の状況
当事業年度においては、金融機関からの借入により1,400,000千円の資金調達を行いま

した。

（４）対処すべき課題
当社としてとらえている対処すべき課題は以下のとおりであります。

①業績の黒字化
当社は、今後大きな市場機会が見込まれるノンデスクワーカーの人材市場において早

期のシェア獲得による高い成長率を重視するという考えに基づき、積極的な先行投資を
行っております。このため、認知拡大のためのマーケティング費用、サービス開発のた
めのエンジニア及び転職支援人数増加のための営業人員拡充に伴う人件費等の負担か
ら、2024年９月期まで当期純損失を計上しております。2025年９月期はback check
事業の譲渡による特別利益の計上により黒字化いたしましたが、経常損失を計上してい
る状況でございます。2026年９月期は各種生産性の向上を目的とした施策により通期
での黒字化を見込み、高い成長率を維持したうえで将来的に十分な営業利益率を確保す
るべく、安定した新規顧客の獲得及び業務効率化基盤の構築を目指してまいります。な
お、市場動向・競合環境を鑑みて積極的な先行投資を継続する場合がございますが、健
全な財務状態を維持できる範囲内にて先行投資を継続してまいります。
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②転職支援の属人性
当社の事業領域においては、転職支援という一人一人異なるニーズに対して求人をご

紹介するという業務構造から属人性が高くなる傾向がございます。一方でプラットフォ
ームとして非常に多くの選考データを有していることから、AIを含む最新のテクノロジ
ーの活用が極めて有効的かつ中長期における差別化になると考えております。特に求職
者と求人企業のマッチングにAIを活用することで転職支援の均一化のみならず、成約率
の最大化、選考期間の短縮及びその他工数の削減を通じて生産性の改善を行いつつ、求
職者と求人企業の満足度を向上を目指してまいります。

③組織体制の整備
当社は、高い成長率の継続には、優秀な人材を採用し、組織体制を整備していくこと

が重要であると認識しております。そのため、積極的な採用活動に加え、全社横断の能
力開発プログラムを通じた従業員への研修を行い、従業員が中長期で成長できる支援の
整備を行ってまいります。特に自社キャリアアドバイザーにおいては、蓄積したナレッ
ジを活かしたオンボーディングを通じて早期の利益寄与を目指しております。属人的な
業務となりやすいため、ハイパフォーマーの業務ナレッジやプラットフォームで得たデ
ータを蓄積したAIを活用することで生産性の向上や均一な業務成果を担保しておりま
す。また、従業員が働きやすい環境や人事制度の拡充を実施してまいります。

④知名度・集客力の向上
当社は、運営するサービスの飛躍的な成長にとって、ノンデスクワーカー及び求人企

業からの健全な知名度の向上を図ることが必要と考えております。特に、求職者からの
知名度はサービスの集客力に直結すると考えているため、各サービスの積極的な広告宣
伝活動及び全社的な広報活動を推進してまいります。
また、当社は現在Webサイトのユーザー登録画面や広告訴求の改善、求職者獲得チ

ャネルの拡大といった施策により集客獲得数は増加しており、面談単価は低下傾向にご
ざいます。今後におきましても集客チャネルの多様化を推進していくことで、固定媒体
への依存度を抑制し、集客あたりの面談単価の最適化を図ってまいります。これにより
持続可能な集客力の確保を目指してまいります。
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⑤新規開発サービスへの継続投資
当社は、持続的な成長のため、既存サービス以外の新規サービス開発に積極的に取り

組んでおります。ノンデスクワーカーの転職ニーズは多岐に渡るため、各ニーズに応え
る新規サービスの開発が求職者の集客力向上に直結すると考えております。労働力不足
となる今後の日本市場においては求職者に選ばれることが重要であり、サービスライン
ナップを強化することで日本で最もノンデスクワーカーに選ばれる企業となることを目
指してまいります。

⑥資金繰りの安定化
当社は、財務の充実と安定化を進めていくことが重要と考えております。これまで第

三者割当増資及び借入による資金調達を実施しておりますが、今後も多様な資金調達手
法を検討しながら、長期的な当社の成長を実現することに努めてまいります。

⑦システムの安定稼働と強化
当社は、インターネット技術を活用して事業を運営していることから、事業運営上、

システムの安定稼働が極めて重要であると認識しております。そのため、当社は、利用
者の増加、取扱データ量拡大に応じたサーバー増強を含め、システムの安定稼働のため
継続的にシステム強化に取り組んでまいります。

⑧情報管理体制の強化
当社の運営する事業は、膨大な個人情報を保持しております。そのため、個人情報保

護に関しては重要課題と認識しており、ISO27001（ISMS）及びプライバシーマーク
の取得に加えて、社内で研修を行う等、情報管理を徹底してまいります。

⑨内部管理体制の強化
当社の継続的な成長には、経営上のリスクを正しく把握し、当該リスクをコントロー

ルするための内部管理体制の強化が重要な課題と認識しております。そのため、今後も
事業運営上のリスク管理や定期的な内部監査の実施によるコンプライアンス体制の強
化、監査役会及びリスク・コンプライアンス委員会を基軸とするコーポレート・ガバナ
ンス機能の充実等を図ってまいります。
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（５）財産及び損益の状況の推移
区 分 第９期 第10期 第11期 第12期

売 上 高（千 円） 1,214,068 2,075,781 3,476,794 4,513,177

経 常 損 失 （△）（千 円） △748,993 △742,951 △497,651 △767,152

当期純利益または当期純損失（△）（千 円） △841,628 △746,359 △499,941 1,051,362
1株当たり当期純利益
または1株当たり当期純損失（△） （円） △137.36 △111.81 △73.12 144.55

総 資 産（千円） 1,666,648 1,484,617 3,696,334 5,625,353

純 資 産（千円） 923,616 313,113 904,058 1,955,226

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（６）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（７）主要な事業内容
サービス区分 主要サービス

Zキャリア ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム

back check オンライン完結型リファレンス/コンプライアンスチェックサービス
（注）back check事業におきましては、2025年9月12日に会社分割により新設されたback check株式会社に

承継しております。その後、2025年9月30日に当社が所有するback check株式会社の全株式をエン株
式会社へ譲渡しております。
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（８）主要な営業所及び工場
名称 所在地

本社 東京都新宿区

（９）従業員の状況（2025年９月30日現在）
使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

305名（33名） 20名増（15名増） 29.7歳 2.0年
（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む）は（ ）内に外数で記載してお

ります。
２．平均年齢、平均勤続年数に非常勤役職員は含まれておりません。

（10）主要な借入先（2025年９月30日現在）
（単位：千円）

借入先 借入残高

株式会社みずほ銀行 880,000

株式会社静岡銀行 600,000

株式会社商工組合中央金庫 528,000

UPSIDER BLUE DREAM Growth Fund 1 号投資事業有限責任組合 300,000

株式会社日本政策金融公庫 29,750

株式会社Fivot 17,097

（11）その他の会社の現況に関する重要な事項
当社は、2025年9月12日に新設分割により設立した新会社、back check株式会社の

株式を取得し、2025年9月30日に当社所有の全株式をエン株式会社へ譲渡いたしまし
た。
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２．会社の株式に関する事項（2025年９月30日現在）
（１）発行可能株式総数 27,139,800株

（２）発行済株式総数 7,273,170株
（３）株主数 2,828名
（４）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

中嶋 汰朗 1,209,827株 16.63％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 464,000株 6.38％

パーソルキャリア株式会社 440,000株 6.05％

山田 浩輝 355,000株 4.88％

KxShareHW投資事業有限責任組合 310,956株 4.28％

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 289,493株 3.98％

株式会社サイバーエージェント 200,000株 2.75％

グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合 180,637株 2.48％

OneCapital1号投資事業有限責任組合 176,611株 2.43％

株式会社ウィルグループ 163,220株 2.24％

（注）持株比率は小数点以下第三位を四捨五入しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（１）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

第２回新株予約権

発行決議日 2019年９月27日

付与日 2019年９月30日

新株予約権の数 10個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 50,000株

権利確定条件 （注）

権利行使期間 自2021年９月28日
至2029年９月27日

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 400円

役員の保有状況

取締役
新株予約権の数 10個
目的となる株式数 50,000株
保有者数 ２名

監査役 −

（注）権利確定条件は次のとおりです。
１．本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権

の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予
約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限り
でない。

２．権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、
本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場
合はこの限りでない。
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３．本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は
認められないものとする。

４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとす
る。

５．その他新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権
割当契約書」に定めるところによる。

（２）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の氏名等

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 中嶋 汰朗 株式会社ROXXⅡ 代表取締役

取締役 杉山 全功

有限会社クリプトメリア 取締役
日活株式会社 社外取締役
akippa株式会社 社外取締役
株式会社Kaizen Platform 社外取締役
株式会社アットマーク 社外取締役
株式会社MSY 社外取締役
株式会社アクセルスペースホールディングス 社外取締役
株式会社Global Growth 社外取締役

取締役 福留 大士

株式会社チェンジホールディングス 代表取締役兼執行役員社長
株式会社トラストバンク 取締役
株式会社Orb 取締役
ポート株式会社 経営アドバイザリー
SBI地方創生サービシーズ株式会社 代表取締役社長
株式会社ガバメイツ 取締役
株式会社DFA Robotics 取締役
株式会社トラベルジップ 取締役
株式会社チェンジ鹿児島 社外取締役
イー・ガーディアン株式会社 取締役
サイリーグホールディングス株式会社 取締役
株式会社アーシャルデザイン 社外取締役
株式会社fundbook 取締役
一般社団法人 ナスコンバレー協議会 理事
株式会社ジーグラビティ 取締役

常勤監査役 蒲谷 剛史 公認会計士
株式会社パピレス 監査役

監査役 大村 茂

公認会計士
株式会社アークエッジ・スペース 監査役
監査法人プレンプション パートナー
ドクターズ株式会社 監査役
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地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

監査役 雨宮 美季

弁護士
経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員
一般社団法人スタートアップデータ標準化協会 監事
GO株式会社 社外取締役 監査等委員
一般社団法人スタートアップエコシステム協会 監事

（注）１．取締役 杉山全功氏及び福留大士氏は、社外取締役であります。
２．監査役 蒲谷剛史氏、大村茂氏及び雨宮美季氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役杉山全功氏、福留大士氏、監査役蒲谷剛史氏、大村茂氏及び雨宮美季氏を株式会社東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役蒲谷剛史氏及び大村茂氏は、公認会計士の資格を有しているため、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。
５．監査役雨宮美季氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

（２）事業年度中に退任した取締役

退任時の地位 氏名 退任日 退任理由 退任時の担当及び重要な兼職の状況

取締役 山田 浩輝 2024年12月17日 任期満了 ー

（３）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を

除く）及び監査役との間でその任務を怠ったことによる会社法第423条第１項の損害賠償
責任を法令の定める最低限度額とする契約を締結しています。なお、当該責任限定が認め
られるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ
重大な過失がないときに限られます。

（４）補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
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（５）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役、執行役員及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第

１項に定める役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しており
ます。被保険者がその職務執行に起因して損害賠償請求がなされた場合、当該保険契約に
よりかかる損害につき補填することとしておりますが、被保険者の職務執行の適正性が損
なわれないようにするため、被保険者の背信行為若しくは犯罪行為又は故意による法令違
反に起因するもの等については補填の対象としないこととしております。

（６）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2024年12月20日開催の取締役会において、取締役３名（うち、社外取締
役２名）と監査役３名（うち、社外監査役３名）が出席し、十分な議論を尽くした上
で、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
当社の取締役の個人別の報酬は、取締役会が決定方針に基づき具体的内容を決定して

おります。内容の決定に当たっては、客観性、透明性が確保されたプロセスを経るた
め、社外取締役の適切な助言、関与が得られるよう、社外取締役が出席する取締役会に
おいて審議のうえ決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断
しております。
当社の役員報酬は月額報酬のみで構成されており通勤手当を除き、他の給与や手当は

支給しておりません。（ただし、使用人兼務役員については、従業員分の給与とあわせ
て支給することがあります。）
常勤役員の役員報酬は、ビジネスモデルや売上規模及び時価総額が近しい類似会社の

報酬水準を参考に、売上高、粗利益及び営業利益の成長率や期初業績予想（年度ベー
ス）に対する達成率、会社への貢献度を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総
額の範囲内で、取締役会にて決議しております。
非常勤役員の報酬は、その役員の社会的地位及び会社への貢献度等を斟酌した上で、

株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会にて決議しております。
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②監査役の個人別の報酬の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、常勤、非常勤の

別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議にて決定しております。

③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2019年12月20日開催の定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額

120,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査役の報酬等の
額は年額20,000千円以内と決議されております。
なお、当該決議日時点の取締役の員数は４名（うち社外取締役２名）、監査役の員数

は１名（うち社外監査役１名）であります。

④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

⑤取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役
（うち社外取締役）

32,300
（6,800）

32,300
（6,800）

-
（ - ）

-
（ - ）

4
（2）

監査役
（うち社外監査役）

14,600
（14,600）

14,600
（14,600）

-
（ - ）

-
（ - ）

3
（3）

（注）上記の取締役の支給人員には、2024年12月17日開催の第11回定時株主総会の終結の時をもって退任した
取締役１名を含んでおります。
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（７）社外役員に関する事項
①社外役員の主な活動状況

役職名 氏名 主な活動状況等

社外取締役 杉山 全功

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席してお
ります。企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、
当社の行っているHR tech事業についての知見を有しておりま
す。同取締役からは当社の経営に公正かつ中立的な立場から有
用な意見を取締役会ごとに多数頂いております。

社外取締役 福留 大士

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席してお
ります。企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、
当社の行っているSaaSのビジネスについての知見を有してお
ります。同取締役からは当社の経営に公正かつ中立的な立場か
ら有用な意見を取締役会ごとに多数頂いております。

社外監査役（常勤） 蒲谷 剛史

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会13回の
全てに出席しております。公認会計士として財務及び会計に関
する豊富な知識や経験を有しており、取締役会及び監査役会で
はその専門的見地から有用なご意見を多数頂いております。

社外監査役 大村 茂

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会13回の
全てに出席しております。公認会計士として財務及び会計に関
する豊富な知識や経験を有しており、取締役会及び監査役会で
はその専門的見地から有用なご意見を多数頂いております。

社外監査役 雨宮 美季

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会13回の
全てに出席しております。弁護士として企業法務に関する豊富
な経験及び幅広い見識を有しており、取締役会及び監査役会で
はその専門的見地から有用なご意見を多数頂いております。
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②重要な兼職先である法人等と当社との関係
役職名 氏名 兼職先 重要な兼職先である法人等との関係

取 締 役 杉山 全功

有限会社クリプトメリア 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
日活株式会社 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
akippa株式会社 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社Kaizen Platform 社外取締役 当社との間に、back check事業のサービス提供における取引があります。
株式会社アットマーク 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社MSY 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社アクセルスペースホールディングス 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社Global Growth 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。

取 締 役 福留 大士

株式会社チェンジホールディングス 代表取締役兼執行役員社長 当社との間に、back check事業のサービス提供における取引があります。
株式会社トラストバンク 取締役 当社との間に、back check事業のサービス提供における取引があります。
株式会社Orb 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
ポート株式会社 経営アドバイザリー 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
SBI地方創生サービシーズ株式会社 代表取締役社長 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社ガバメイツ 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社DFA Robotics 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社トラベルジップ 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社チェンジ鹿児島 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
イー・ガーディアン株式会社 取締役 当社との間に、back check事業のサービス提供における取引があります。
サイリーグホールディングス株式会社 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社アーシャルデザイン 社外取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社fundbook 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
一般社団法人 ナスコンバレー協議会 理事 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
株式会社ジーグラビティ 取締役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
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役職名 氏名 兼職先 重要な兼職先である法人等との関係

常勤
監査役 蒲谷 剛史 株式会社パピレス 監査役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。

監 査 役 大村 茂
株式会社アークエッジ・スペース 監査役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
監査法人プレンプション パートナー 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
ドクターズ株式会社 監査役 当社との間に開示すべき取引関係はありません。

監 査 役 雨宮 美季

経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
一般社団法人スタートアップデータ標準化協会 監事 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
GO株式会社 社外取締役 監査等委員 当社との間に、back check事業のサービス提供における取引があります。
一般社団法人スタートアップエコシステム協会 監事 当社との間に開示すべき取引関係はありません。
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５．会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（２）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠な
どを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第１項の同意を行ってお
ります。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提出する議案の内容として決定い
たします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、当
社監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及
びその理由を報告いたします。
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６．会社の体制及び方針
（１）業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

当社は、2023年７月21日開催の取締役会において、業務の適正性を確保するための体
制等の整備について以下のとおり決議し、運用しております。

①取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ）取締役の職務の執行が、予期せぬ損害等を発生させる可能性の排除や、法令及び定

款に適合することを確保するため、「リスク・コンプライアンス管理規程」を定め
る。

ロ）代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リス
ク・コンプライアンス経営を基本方針とし、法令違反行為の是正と撲滅に努める。

ハ）取締役は、法令、規則、諸規程を遵守し、業務の遂行に関しては、リスク管理・コ
ンプライアンスを最優先する。

ニ）取締役は直接報告・相談できる社内外の内部通報窓口を設置し、企業活動上の不適
切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は「内部通報規程」
において、内部公益通報窓口に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱い
をすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けな
いことを確保する。

ホ）監査役は、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
へ）内部監査担当チームは、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監

査結果を代表取締役社長に報告する。また、当該監査結果を監査役に提供すること
により、監査役と連携を図る。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ）「取締役会規程」「稟議規程」「情報セキュリティマニュアル」等の社内規則に基づ

き、社内情報の保管・管理を行う。
ロ）情報セキュリティ方針、個人情報保護方針等の社内方針に基づき、安全に情報が管

理される体制を構築する。
ハ）取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。
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③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ）全社のリスク管理に関する統括責任者として経営管理部長を任命し、各管掌役員と

共にリスク管理体制の整備に努める。
ロ）経営上のリスクを把握・評価するためのリスク・コンプライアンス委員会を原則と

して毎四半期に1回以上開催し、対応方針について協議する場を設ける。また、不
測の事態が発生した場合には、速やかにリスク・コンプライアンス委員会を招集
し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめると共に、再発防止
策を講じる。

ハ）内部監査担当者は、リスク管理体制の有効性について監査を行う。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ）取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況を監

督する。
ロ）「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項及び報告事項を明確にするとともに、

「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等を定め、業務遂行に必要な職務の
範囲及び権限と責任を明確にする。

ハ）業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立し
た立場の社外取締役を含める。

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ）使用人の職務の執行が、予期せぬ損害、損失等を発生させる可能性の排除や、法令

及び定款に適合することを確保するため「リスク・コンプライアンス管理規程」を
定める。

ロ）リスク・コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長をリスク・コンプライ
アンス委員長とする。また、委員長の指名によりリスク・コンプライアンス担当役
員を定め、コンプライアンス体制の確立・強化を推進する。

ハ）使用人は、法令、規則、諸規程を遵守し、業務の遂行に関しては、リスク管理・コ
ンプライアンスを最優先する。

ニ）使用人からの報告・相談を受け付ける内部通報窓口を設置し、企業活動上の不適切
な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。

ホ）内部監査担当者は、社内規程に基づいて年1回以上内部監査を行い、使用人の業務
執行が法令及び社内規程等の遵守状況及びその他の社内業務の遂行状況について評
価を行う。
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⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ）監査役会がその職務を補助する使用人を求めた場合、監査役会と協議の上、適任と

認められる使用人を配置する。
ロ）当該使用人への指揮・命令は監査役会が行うことにより、指示の実効性を確保する

ものとし、その人事異動・人事評価等は監査役会の同意を得る。

⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告体制
イ）取締役及び使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。当社に関する経営・

財務・事業遂行上の重要事項コンプライアンス体制に関する事項及び内部通報窓口
（社内）利用状況内部統制システムの整備状況会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事項法令・定款違反事項内部監査担当者による監査結果その他監査役がその職
務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

⑧監査役へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないこ
とを確保するための体制
イ）監査役に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する

ことにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。

⑨監査役の職務執行で生ずる費用または債務に関する事項
イ）監査役会は、毎年、監査役の職務に関する予算を会社へ請求できるものとし、ま

た、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとする。
ロ）当社は、明らかに職務に関係ないと認められるものが含まれる場合等拒否事由があ

る場合を除き、これに応じなければならない。

⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ）監査役が必要と認めた場合、当社の取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会

を設ける。また、監査役は、内部監査担当チームとの定期的な会合を設け連携を図
る。
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⑪反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその体制
イ）反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力等排除規程」等において、社会の秩序や

安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとと
もに、不当要求などを受けた場合は、経営管理部を対応窓口として、警察等の外部
専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。

⑫財務報告の信頼性を確保するための体制
イ）財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行

い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための
体制を構築する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の

とおりであります。

①コンプライアンス
当社では、リスク・コンプライアンス委員会主導のもと、従業員のコンプライアンス

意識の徹底を図るべく社内研修を定期的に実施しております。また、定例会議等におい
て、コンプライアンス体制の強化のための情報共有や実施施策の効果についての検証を
行っており、コンプライアンスの実効性確保や改善に努めております。
内部統制システムの運用状況については、担当役員によるモニタリングを常時実施し

ており、その結果については取締役会において定期的に報告・検討を行っております。

②リスク管理体制
当社では、経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、各事業内容におけるリスクの適

正な分析・評価・検討を行うため、全社のリスク管理に関する統括責任者として経営管
理部長を任命し、各管掌役員と共にリスク管理体制の整備に努めております。
経営管理部長は、日常的なモニタリングによるリスクの排除及び予防に努めリスクの

発生または発生可能性が認められる場合においては研修の実施や週に１回開催される全
社ＭＴＧにて周知徹底を図るほか、定期的なリスク評価を行い、その結果及び対応策に
つき取締役会において報告いたしております。
また定期的に行う内部監査を通してリスクを未然に防止するように努めると共に、リ

スク管理体制の有効性を検証しております。
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③監査役会の管理体制
監査役会は当事業年度において13回開催され、監査の方針、職務の分担等に従い、

会社の内部監査担当者その他管理部門と連携を図り、重要な会議等における意思決定の
過程及び内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、並びに会
社の業務及び財産の状況の調査等により情報収集に努め、取締役の職務執行の監査を実
施しております。
また、内部監査担当者やその他内部統制部門及び会計監査人との意見・情報交換を通

じて連携を図り、監査の実効性の向上に努めています。

（３）株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

（４）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております

が、現状において成長過程であり、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等
を図り、運転資金若しくは設備投資に充当することで更なる事業拡大をすることが株主に
対する最大の利益還元につながると考えております。
今後の剰余金の配当につきましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内

部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ
継続的な利益還元を実施する方針であります。現時点においては、配当実施の可能性及び
その実施時期については未定であります。
当社の剰余金の配当は、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別

段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定め
ております。また、剰余金の配当基準日は、期末配当は９月30日、中間配当は３月31日、
その他基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 5,278,327 流 動 負 債 2,689,176
現 金 及 び 預 金 4,030,176 営 業 未 払 金 664,609
売 掛 金 678,308 1年内返済予定の長期借入金 1,373,897
営 業 未 収 入 金 364,856 未 払 金 382,871
前 渡 金 47,244 未 払 法 人 税 等 120,964
前 払 費 用 166,201 未 払 消 費 税 等 30,681
そ の 他 5,876 未 払 費 用 72,576
貸 倒 引 当 金 △14,337 契 約 負 債 10,408

返 金 負 債 27,402
固 定 資 産 347,025 そ の 他 5,764
有 形 固 定 資 産 −
建 物 15,679 固 定 負 債 980,950
工 具 器 具 備 品 69,550 長 期 借 入 金 980,950
減 価 償 却 累 計 額 △85,230 負 債 合 計 3,670,126

（純 資 産 の 部）
投資その他の資産 347,025 株 主 資 本 1,954,122
投 資 有 価 証 券 995 資 本 金 644,443
敷 金 及 び 保 証 金 346,030 資 本 剰 余 金 2,825,877
破 産 更 生 債 権 等 1,848 資 本 準 備 金 2,825,877
貸 倒 引 当 金 △1,848 利 益 剰 余 金 △1,516,197

そ の 他 利 益 剰 余 金 △1,516,197
繰 越 利 益 剰 余 金 △1,516,197

新 株 予 約 権 1,104
純 資 産 合 計 1,955,226

資 産 合 計 5,625,353 負債・純資産合計 5,625,353
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損 益 計 算 書
（2024

2025
年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 4,513,177

売 上 原 価 760,233

売 上 総 利 益 3,752,944

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,474,871

営 業 損 失 （△） △721,927

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,761
助 成 金 収 入 16,985
ポ イ ン ト 還 元 収 入 2,007

そ の 他 44 21,799

営 業 外 費 用

支 払 利 息 67,024

そ の 他 0 67,024

経 常 損 失 （△） △767,152

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 1,940,916
新 株 予 約 権 戻 入 益 194 1,941,110

特 別 損 失
減 損 損 失 32,893 32,893
税 引 前 当 期 純 利 益 1,141,064

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 89,701

当 期 純 利 益 1,051,362
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株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

2024年10月１日残高 644,443 2,825,877 2,825,877
事業年度中の変動額
当期純利益 − − −
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） − − −

事業年度中の変動額合計 − − −

2025年９月30日残高 644,443 2,825,877 2,825,877

（単位：千円）

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2024年10月１日残高 △2,567,560 △2,567,560 902,759 1,298 904,058

事業年度中の変動額

当期純利益 1,051,362 1,051,362 1,051,362 − 1,051,362
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） − − − △194 △194

事業年度中の変動額合計 1,051,362 1,051,362 1,051,362 △194 1,051,168

2025年９月30日残高 △1,516,197 △1,516,197 1,954,122 1,104 1,955,226
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月21日

株式会社ROXX
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 久世 浩一

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鈴木 覚

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ROXXの2024年10月1日から

2025年9月30日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第12期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況
を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1
項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月25日
株式会社ＲＯＸＸ 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 蒲谷 剛史 ㊞
監査役（社外監査役） 大村 茂 ㊞

監査役（社外監査役） 雨宮 美季
（デアンコウ 美季）㊞

以 上
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新宿駅西口より徒歩５分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

私鉄各線からお越しの場合
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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電子提供措置の開始日2025年12月４日

第12回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

……………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等……………移動平均法による原価法

（２）固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産…定率法（ただし、建物（附属設備を除く）並びに建物附属設備及び構

築物は、定額法を採用しております。）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 ３〜５年
工具、器具及び備品 ３〜５年

（３）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

（４）収益及び費用の計上基準
① Z キ ャ リ ア…ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」を運営し、顧客で

あるパートナー紹介会社へ求人企業の情報を提供することで、顧客より収益を得
ています。当該サービスは顧客との契約に基づいてサービスを履行する義務を負
っております。当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間
に応じて均等按分し、収益を認識しております。

② Z キ ャ リ ア に よ る
採 用 成 果 報 酬
及び採用事務手数料

…ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」経由で採用及び採
用支援に成功した際に、顧客より成果報酬及び採用事務手数料を得ています。こ
れは、求職者の求人企業への入社の事実をもって基本的な履行義務が充足された
と判断しており、同時点で収益を認識しております。パートナー紹介会社を経由
しない成果報酬に関しては早期退職等が発生した場合の返金値引きを別途算定
し、返金負債として認識しております。
詳細は「個別注記表 ３．会計上の見積りに関する注記」に記載しております。
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③ Z キ ャ リ ア に よ る
リクルーティングプラン/
Ｒ Ｐ Ｏ プ ラ ン

…求人企業の募集要件の再策定や、ブランディング、選考プロセスの設計、離職率
低下に向けた現場ヒアリングなど採用支援業務・採用代行業務により収益を得て
います。当該サービスの履行義務は採用支援・代行業務であり、個別契約ごとに
見積もった稼働工数見積高のうち、顧客から検収を受けた稼働工数等にて履行義
務の充足を測っております。契約期間にわたって履行義務を充足する取引であ
り、稼働工数見積高のうち履行義務の充足割合に応じて収益を認識しておりま
す。

④ オ ン ラ イ ン 完 結 型
リ フ ァ レ ン ス /
コンプライアンスチェックサービス

…求職者に対するオンライン完結型リファレンス/コンプライアンスチェックサー
ビス『back check』を運営し、顧客である求人企業にサービスを提供すること
で、顧客より収益を得ています。当該サービスは顧客との契約に基づいてサービ
スを履行する義務を負っております。当該履行義務が一定の期間において充足さ
れる場合には、履行義務が提供される期間にわたって収益を認識しており、履行
義務が一時点で充足される場合には、サービスの提供時点において収益を認識し
ております。

２．会計方針の変更に関する注記
（１）「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

当事業年度より、改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号
〔2022年10月28日〕）、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号〔2022
年10月28日〕）を適用しております。
なお、これらの会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
（１）自社ＣＡの売上に伴う返金負債の計上

①計算書類に計上した金額
（単位：千円）

当事業年度
返金負債 27,402

②計算書類利用者の理解に資するその他の情報
a ）算出方法

当社は、Zキャリア事業における自社キャリアアドバイザー（以下、「自社ＣＡ」とする。）による
売上に、返金事由となる早期退職の発生率（以下、「早期退職率」とする。）を乗じて算定された返金
負債見積高を、返金負債として計上しております。
返金負債見積高は、貸借対照表日の属する月を含む過去６ヵ月間の自社ＣＡによる売上に早期退職

率を乗じた価額から、同期間で発生した早期退職返金額を控除し算定しております。
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b ）主要な仮定
早期退職率は、過去実績と同等の水準で推移するとの仮定のもと、過去４四半期の平均に基づき算

出しております。その主要な仮定は、労働市場や転職に係る慣例の変化、早期退職による返金規定の
締結内容の影響を受けるものであります。

c ）翌事業年度の計算書類に与える影響
早期退職率が、過去実績と同等の水準で推移するとの仮定には不確実性があり、早期退職率が過去

実績から乖離した場合、返金負債の計上額が増加又は減少する可能性があります。

４．表示方法の変更に関する注記
（１）損益計算書関係

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取利息」は、金額的重要性が増し
たため、当事業年度より独立掲記することとしました。

５．会計上の見積りの変更に関する注記
（１）返金負債の見積りの変更

当社は、Zキャリア事業における自社キャリアアドバイザー（以下、「自社ＣＡ」とする。）による売上
に、返金事由となる早期退職の発生率（以下、「早期退職率」とする。）を乗じて算定された返金負債見積
高を、返金負債として計上しております。
自社ＣＡの発足から一定期間が経過し、自社ＣＡのみにおける早期退職率のデータが十分に蓄積できた

ことで、従来「Zキャリア」のプラットフォーム全体における早期退職率を用いて算定していた返金負債
見積高を自社ＣＡのみにおける早期退職率を用いて算定することといたしました。
また、早期退職による返金が主に売上の発生後６か月間において発生することから、返金負債見積高

は、貸借対照表日の属する月を含む過去６ヵ月間の自社ＣＡによる売上に早期退職率を乗じて算定してお
りました。
自社ＣＡの発足から一定期間が経過し、自社ＣＡのみにおける早期退職率のデータが十分に蓄積できた

ことで、返金負債見積高は、貸借対照表日の属する月を含む過去６ヵ月間の自社ＣＡによる売上に早期退
職率を乗じた価額から、同期間で発生した早期退職返金額を控除し算定しております。
当事業年度より、新しく算定した返金負債見積高を返金負債として計上しております。なお、当該変更

による当事業年度における影響は軽微であります。
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６．貸借対照表に関する注記
（１）財務制限条項

株式会社商工組合中央金庫との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当事業年度末における１年内返済予定の長期借入金144,000千円及び長期借入金84,000千円について

は、以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき
当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2024年９月期末以降、各事業年度の末日における借入人の貸借対照表の現預金の金額を500百万円
以上にすること。

②借入人は四半期末毎の本預金口座の残高を、300百万円以上の金額にすること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。

（２）減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

７．株主資本等変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式
普通株式 7,273 ー ー 7,273

合計 7,273 ー ー 7,273

（２）新株予約権等に関する事項
当事業年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる

株式の種類及び数
普通株式 695,500株
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８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）
繰延税金資産
貸倒引当金 4,972
減価償却超過額 17,983
ソフトウエア 261,228
敷金 10,746
未払費用 7,100
未払事業税 13,560
返金負債 8,390
繰越欠損金 593,044
その他 5,165

繰延税金資産小計 922,192
評価性引当額 △922,192

繰延税金資産合計 ー

９．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取り組方針
当社は資金計画に基づき、必要な資金を自己資金によるほか、銀行借入により調達しております。

②金融商品の内容及びリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。敷金は、賃貸借契約に基づく敷金で

あり、差入先の信用リスクに晒されております。営業債務である未払金等は全てが１年以内に支払い期
日が到来するものであります。借入金の使途は今後の事業拡大を見据え運転資金等の資金需要の拡大を
目的としたものであり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。また、長期借入金について
は支払金利の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、業務に関連する投資であり当社又は投
資先企業の事業方針の変更等により当初計画した効果が得られないリスクがあります。

③金融商品にかかるリスク管理体制
a ）信用リスク（取引先の契約不履行等にかかるリスク）の管理

当社は、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理の徹底を行うとともに、取引先
の財務状況の悪化による回収懸念の早期発見や軽減を図っております。また、一部の営業債権にお
いて、請求代行業者を活用することで未回収リスクの排除を行っております。なお、デリバティブ
取引等は行っておりません。

b ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、変動金利による借入金については定期的に金利の動向を把握し、管理しております。
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c ）市場リスク（当初計画した効果が得られないリスク）
投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況を把握し取引先企業との関

係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
d ）資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により
流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない

株式等（貸借対照表計上額995千円）は、次表には含まれておりません。また、「現金及び預金」、「売掛
金」、「営業未収入金」、「営業未払金」、「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」に
ついては、現金であること、及び短期間で決済されるものであるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。

（単位：千円）
貸借対照表

計上額 時価 差額

敷金 346,030 337,345 △8,685
資産計 346,030 337,345 △8,685

長期借入金 2,354,847 2,354,613 △234
負債計 2,354,847 2,354,613 △234

※長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時
価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれの属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 ー 337,345 ー 337,345

資産計 ー 337,345 ー 337,345
長期借入金（※） ー 2,354,613 ー 2,354,613

負債計 ー 2,354,613 ー 2,354,613
（※）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金
敷金の時価は、返還予定時期を合理的に見積り、将来のキャッシュ・フローを国債利回りを基礎とし
た合理的な割引率で割引いた現在価値によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金の時価のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該価額を時価としております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同
様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の
時価に分類しております。
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10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 268円68銭
１株当たり当期純利益 144円55銭

11．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を、サービス区分別に分解した情報は以下のとおりであります。
（単位：千円）

サービス区分
合計

Zキャリア back check

売上高

一時点で移転される財 2,281,530 82,548 2,364,079

一定期間にわたり移転される財 1,596,656 552,441 2,149,098
顧客との契約から生じる収益 3,878,187 634,990 4,513,177
外部顧客への売上高 3,878,187 634,990 4,513,177

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「個別注記表 １．重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益及び費用の計上基準」に記載の

とおりであります。
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（３）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
（単位：千円）

当事業年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 520,112 678,308
契約負債 57,027 10,408

顧客との契約から生じた債権は売掛金であります。
契約負債は、主に全ての履行義務を充足する前に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の

認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は57,027千円でありま

す。
過去の期間に充足した履行義務から当事業年度に認識した収益は該当事項がございません。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える

重要な契約がないため、実務上簡便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生
じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。

12．企業結合等に関する注記
（１）会社分割及び新設会社の株式譲渡

当社は、2025年７月７日開催の取締役会において、当社のback check事業を会社分割により新設会
社に承継することを決議し、2025年８月13日開催の取締役会において、新設会社の株式の全てをエン株
式会社に譲渡することを決議しました。
2025年９月12日付で会社分割及び2025年９月30日付で新設会社の株式譲渡を行っております。

①事業分離の概要
a ）会社分割による事業分離先企業の名称及び株式譲渡先の名称

会社分割による事業分離先企業の名称 back check株式会社
株式譲渡先の名称 エン株式会社

b ）分離した事業の内容
オンライン完結型リファレンス/コンプライアンスチェックの開発・提供
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c ）事業分離を行った主な理由
当社では、事業ポートフォリオの整理に取り組んでおり、ノンデスクワーカー向け転職プラット
フォームZキャリアを成長領域として更なる事業展開を進める会社方針の下、back check株式
会社の当社所有全株式をエン株式会社に譲渡することが最適と判断しました。

d ）会社分割及び株式譲渡日
会社分割日 2025年９月12日
株式譲渡日 2025年９月30日

e ）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
会社分割 当社を分割会社とし、新設会社を本事業の承継会社とする新設分割（簡易分割）
株式譲渡 受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

②実施した会計処理の概要
a ）移転損益の金額

関係会社株式売却益 1,940,916千円

b ）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
（単位：千円）

資産 負債

流動資産 74,083 流動負債 67,207

固定資産 ２,207 固定負債 -

合計 76,291 合計 67,207

c ）会計処理
「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 2013年９月13日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2024年９月13
日）に基づき処理を行っております。
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